
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号 

労
働
基
準
法

第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
並
び
に
労
働
安
全
衛
生
法

昭
和

四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
六
十
六
条
の

第
四
項

第
百
条
第
一

項
並
び
に
第
百
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

 

第
一
条 

労
働
安
全
衛
生
規
則

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 



  

䥹
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
䥺 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

䥹
雇
入
時
の
健
康
診
断
䥺 

䥹
雇
入
時
の
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
三
条 

事
業
者
は
䣍
常
時
使
用
す
る
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る
と
き
は
䣍

当
該
労
働
者
に
対
し
䣍
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
け
た
後
䣍
三

月
を
経
過
し
な
い
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
い
て
䣍
そ
の
者
が
当
該
健
康

診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
䣍
当
該
健
康
診
断
の
項

目
に
相
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

一
䦅
六 

䥹
略
䥺 

七 

ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
ア
ミ
ノ
ト
ラ
ン
ス
フ
䣷
ラ
䤀
ゼ
䥹
Ａ
Ｓ
Ｔ
䥺
䣍
ア
ラ

ニ
ン
ア
ミ
ノ
ト
ラ
ン
ス
フ
䣷
ラ
䤀
ゼ
䥹
Ａ
Ｌ
Ｔ
䥺
及
び
ガ
ン
マ
グ
ル
タ
ミ

ル
ト
ラ
ン
ス
フ
䣷
ラ
䤀
ゼ
䥹
γ―
Ｇ
Ｔ
䥺
の
検
査
䥹
次
条
第
一
項
第
七

号
に
お
い
て
䣓
肝
機
能
検
査
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

八
・
九 

䥹
略
䥺 

十 

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
検
査 

十
一
・
十
二 

䥹
略
䥺 

 

第
四
十
三
条 

事
業
者
は
䣍
常
時
使
用
す
る
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る
と
き
は
䣍

当
該
労
働
者
に
対
し
䣍
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
け
た
後
䣍
三

月
を
経
過
し
な
い
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
い
て
䣍
そ
の
者
が
当
該
健
康

診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
䣍
当
該
健
康
診
断
の
項

目
に
相
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

一
䦅
六 

䥹
略
䥺 

七 

血
清
グ
ル
タ
ミ
䣹
ク
オ
キ
サ
ロ
ア
セ
チ
䣹
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
䤀
ゼ

䥹
Ｇ
Ｏ
Ｔ
䥺
䣍
血
清
グ
ル
タ
ミ
䣹
ク
ピ
ル
ビ
䣹
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
䤀
ゼ

䥹
Ｇ
Ｐ
Ｔ
䥺
及
び
ガ
ン
マ―

グ
ル
タ
ミ
ル
ト
ラ
ン
ス
ペ
プ
チ
ダ
䤀
ゼ

䥹
γ―

Ｇ
Ｔ
Ｐ
䥺
の
検
査
䥹
次
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
䣓
肝
機
能

検
査
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

八
・
九 

䥹
略
䥺 

䥹
新
設
䥺 

十
・
十
一 

䥹
略
䥺 

 

䥹
定
期
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
四
条 

事
業
者
は
䣍
常
時
使
用
す
る
労
働
者
䥹
第
四
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
労
働
者
を
除
く
䣎
䥺
に
対
し
䣍
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
䣍
定
期
に

䣍
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

䣎 一
䦅
三 

䥹
略
䥺 

四 

胸
部
エ
䣹
ク
ス
線
検
査 

五
䦅
九 

䥹
略
䥺 

十 

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
検
査 

十
一
・
十
二 

䥹
略
䥺 

 

䥹
定
期
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
四
条 

事
業
者
は
䣍
常
時
使
用
す
る
労
働
者
䥹
第
四
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
労
働
者
を
除
く
䣎
䥺
に
対
し
䣍
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
䣍
定
期
に

䣍
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

䣎 一
䦅
三 

䥹
略
䥺 

四 
胸
部
エ
䣹
ク
ス
線
検
査
及
び
喀

痰

か
く
た
ん

検
査 

五
䦅
九 
䥹
略
䥺 

䥹
新
設
䥺 

十
・
十
一 

䥹
略
䥺 

 



  

２ 

第
一
項
第
三
号
䣍
第
四
号
䣍
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に

掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
は
䣍
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
䣍
医

師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
䣍
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３
・
４ 

䥹
略
䥺 

 

２ 

第
一
項
第
三
号
䣍
第
四
号
䣍
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に

掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
は
䣍
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
䣍
医

師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
䣍
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３
・
４ 

䥹
略
䥺 

 
䥹
特
定
業
務
従
事
者
の
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
五
条 
䥹
略
䥺 

２ 

前
項
の
健
康
診
断
䥹
定
期
の
も
の
に
限
る
䣎
䥺
は
䣍
前
回
の
健
康
診
断
に

お
い
て
第
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲

げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
䣍
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
䣍
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
䣍
当
該
項
目
の
全
部

又
は
一
部
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３ 

第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
䣍
第
一
項
の
健
康
診
断
に
つ

い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
第
三
号
䣍
第
四

号
䣍
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
第
三
号
䣍
䣔
と
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
一
年
間
䣔
と

あ
る
の
は
䣍
䣓
六
月
間
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

４ 

䥹
略
䥺 

 

䥹
特
定
業
務
従
事
者
の
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
五
条 

䥹
略
䥺 

２ 

前
項
の
健
康
診
断
䥹
定
期
の
も
の
に
限
る
䣎
䥺
は
䣍
前
回
の
健
康
診
断
に

お
い
て
第
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲

げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
䣍
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
䣍
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
䣍
当
該
項
目
の
全
部

又
は
一
部
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３ 

第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
䣍
第
一
項
の
健
康
診
断
に
つ

い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
一
年
間
䣔
と
あ

る
の
は
䣍
䣓
六
月
間
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

４ 

䥹
略
䥺 

 

䥹
海
外
派
遣
労
働
者
の
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
五
条
の
二 

䥹
略
䥺 

２
・
３ 

䥹
略
䥺 

４ 

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
䣍
第
一
項
及
び
第
二
項
の
健
康
診
断
に
つ

い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
第
三
号
䣍
第
四

号
䣍
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
第
三
号

䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 
䥹
海
外
派
遣
労
働
者
の
健
康
診
断
䥺 

第
四
十
五
条
の
二 

䥹
略
䥺 

２
・
３ 

䥹
略
䥺 

４ 

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
䣍
第
一
項
及
び
第
二
項
の
健
康
診
断
に
つ

い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
䣍
第
四
号
䣍
第

六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
及
び
第
四
号
䣔

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
健
康
診
断
結
果
報
告
䥺 

第
五
十
二
条 

常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
は
䣍
健
康
診

断
䥹
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
の
健
康
診
断
で
あ
つ
て
定
期
の
も
の
に

限
る
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
行
つ
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
を
所
轄
労
働
基
準
監

䥹
健
康
診
断
結
果
報
告
䥺 

第
五
十
二
条 

常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
は
䣍
健
康
診

断
䥹
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
の
健
康
診
断
で
あ
つ
て
定
期
の
も
の
に

限
る
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
行
つ
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
を
所
轄
労
働
基
準
監



  

督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一
䦅
六 

䥹
略
䥺 

七 

第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
䥹
聴
力
の
検
査
に
限
る
䣎
䥺
及
び
第
四
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働

者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数
並
び
に
当
該
項
目
に
つ
い
て
異
常
所
見
が
あ
る

と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数 

八
䦅
十 
䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一
䦅
六 

䥹
略
䥺 

七 

第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
䥹
聴
力
の
検
査
に
限
る
䣎
䥺
及
び
第
四
号

か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働

者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数
並
び
に
当
該
項
目
に
つ
い
て
異
常
所
見
が
あ
る

と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数 

八
䦅
十 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

 
 

 



 

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 



様式第5号(第51条関係)(1) 

健 康 診 断 個 人 票 (雇 入 時) 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g ／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
A S T   (U ／ l)   

A L T   (U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T    (U ／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

血清クレア

チニン検査 
血清クレアチニン (mg／dl)   

e G F R  ( m l／mi n／1. 7 3 m 2 )   
身 長  (cm)   

体 重  (kg)   尿 検 査 糖 －＋  

B M I   蛋
たん

白 －＋  

腹 囲  (cm)   心 電 図 検 査   

視 力 右 (       ) そ の 他 の 法 定 検 査   

左 (       ) そ の 他 の 検 査   

聴 力 右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

医 師 の 診 断   

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

健康診断を実施した医師の氏名   

医 師 の 意 見   

胸部エックス線検査 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 No． 

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名   

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断   

歯科医師による健康診断を実施した

歯 科 医 師 の 氏 名 

  

備 考   歯 科 医 師 の 意 見   

意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名   

備 考 

 １ 労働安全衛生規則第43条、第47条若しくは第48条の雇入時の健康診断又は労働安全衛生法第66条第４項の健康診断を行つ

たときに用いること。 

 ２ BMIは、次の算式により算出すること。   BMI＝体重(kg)／身長(m)2 

 ３ 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 ４ eGFRは、次の算式により算出すること。  男性の場合：eGFR＝194✕血清クレアチニン(mg／dl)-1.094✕年齢-0.287 

                       女性の場合：eGFR＝194✕血清クレアチニン(mg／dl)-1.094✕年齢-0.287✕0.739 

 ５ 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第４項の健康診断のうち、

それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 ６ 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 ７ 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

 ８ 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 ９ 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置につ

いて歯科医師の意見を記入すること。 



様式第5号(第51条関係) (2) (表面) 

健 康 診 断 個 人 票 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 雇 入 年 月 日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女   

健 診 年 月 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

年 齢 歳 歳 歳 歳 歳 

他 の 法 定 特 殊 健 康 診 断 の 名 称           

業 務 歴           

既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状           

身 長     (cm)           

体 重     (kg)           

B M I           

腹 囲     (cm)           

視 力 右 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

左 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

聴 力  右     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

 左     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

検 査 方 法 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 

胸 部 エ ッ ク ス 線 検 査 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

血 圧    (mmHg)           

貧 血

検 査 
血 色 素 量  (g ／ d l)           

赤 血 球 数  (万／mm3)           

肝機能

検 査 
A S T    (U ／ l)           

A L T    (U ／ l)           

γ ― G T     ( U ／ l)           

血中脂

質検査 
LDLコレステロール(mg／ dl)           

HDLコレステロール(mg／ dl)           

トリグリセライド(mg／ dl)           

血 糖 検 査  (mg／ dl)           

血 清 ク レ

ア チ ニ ン

検 査 

血清クレアチニン(mg／dl)      

eGFR (ml／min／1.73m2)      

尿 検 査 糖 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

蛋
たん

白 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

心 電 図 検 査           



様式第5号(第51条関係) (2) (裏面) 

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

そ の 他 の 法 定 検 査           

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名           

医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名           

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断           

歯科医師による健康診断を実施した

歯 科 医 師 の 氏 名 

          

歯 科 医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名           

備 考           

備考 

 １ 労働安全衛生規則第44条、第45条、第47条若しくは第48条の健康診断、労働安全衛生法第66条第４項の健康診断(雇入時

の健康診断を除く。)又は同法第66条の２の健康診断を行つたときに用いること。 

 ２ 「他の法定特殊健康診断の名称」の欄には、当該労働者が特定の業務に就いていることにより行うことになつている法定

の健康診断がある場合に、次の番号を記入すること。 

   (１．有機溶剤  ２．鉛  ３．四アルキル鉛  ４．特定化学物質  ５．高気圧作業  ６．電離放射線 

 ７．石綿  ８．じん肺) 

 ３ BMIは、次の算式により算出すること。   BMI＝体重(kg)／身長(m)2 

 ４ 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 ５ 「聴力」の欄の検査方法については、オージオメーターによる場合は1に、オージオメーター以外による場合は2に丸印を

つけること。なお、労働安全衛生規則第44条第４項の規定により医師が適当と認める方法により行つた聴力の検査について

は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの区分をせずに所見の有無を1,000ヘルツの所に記入すること。 

 ６ eGFRは、次の算式により算出すること。  男性の場合：eGFR＝194✕血清クレアチニン(mg／dl)-1.094✕年齢-0.287 

                       女性の場合：eGFR＝194✕血清クレアチニン(mg／dl)-1.094✕年齢-0.287✕0.739 

 ７ 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第４項の規定により都道府

県労働局長の指示を受けて行つた健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 ８ 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 ９ 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

 10 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 11 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置につ

いて歯科医師の意見を記入すること。



様式第5号(第51条関係) (3) 

海 外 派 遣 労 働 者 健 康 診 断 個 人 票(派 遣 前・帰 国 後) 

氏 名   生年月日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g ／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
A S T   (U ／ l)   

A L T   (U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T    (U ／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

血清クレア

チニン検査 
血清クレアチニン (mg／dl)   

e G F R  ( m l／mi n／1. 7 3 m 2 )   
身 長  (cm)   

体 重  (kg)   尿 検 査 糖 －＋  

B M I   蛋
たん

白 －＋  

腹 囲  ( c

m) 

  心 電 図 検 査   

視 力 右 (       ) 

左 (       ) 医師が必要であると認める項目 

聴 力 
右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

     

    

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

    

    

胸 部 エ ッ ク ス線

検 査 

 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 No． 

 

    

そ の 他 の 検 査   

医 師 の 診 断   

健康診断を実施した医師の氏名   

医 師 の 意 見   

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名   

備 考   

備考 

 １ 労働安全衛生規則第45条の２の健康診断を行つたときに用いること。 

 ２ 表題中「派遣前」又は「帰国後」のうち、該当するものに丸印をつけること。 

 ３ BMIは、次の算式により算出すること。   BMI＝体重(kg)／身長(m)２ 

 ４ 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 ５ eGFRは、次の算式により算出すること。  男性の場合：eGFR＝194✕血清クレアチニン(mg／dl)-1.094✕年齢-0.287 

                       女性の場合：eGFR＝194✕血清クレアチニン(mg／dl)-1.094✕年齢-0.287✕0.739 

 ６ 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 ７ 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 
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䣍
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

䥹
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
䥺 

第
二
条 

じ
ん
肺
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
䥹
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
五
号
䥺
附
則
第
二
条
中
䣓
及

び
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
六
号
の
三
ま
で
䣔
を
䣓
䣍
様
式
第
六
号
の
二
及
び
様
式
第
六
号
の
三
䣔
に
改
め
る
䣎 

䥹
経
過
措
置
䥺 

第
三
条 

事
業
者
は
䣍
当
分
の
間
䣍
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
る
同
項
の
報
告
に
代
え
て
䣍
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
当
該
報
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
䣎 

第
四
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号

に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
は
䣍
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
健
康
管
理
手
帳
と
み

な
す
䣎 



 

第
五
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
䥹
次
項
に
お
い
て
䣓
旧
省
令
䣔
と
い

う
䣎
䥺
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
䣍
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
報
告
と
み
な

す
䣎 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
䣍
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範

囲
内
で
䣍
当
分
の
間
䣍
こ
れ
を
取
り
繕
䣬
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

䥹
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
䥺 

第
六
条 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 


